
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ 計画の位置づけ 

 上尾市の最上位計画である『第５次上尾市総合計画
後期基本計画』で掲げる「児童生徒の安全確保や、
安心・安全で充実した学校生活が過ごせる環境整備」
を根拠とします。 

 『上尾市教育振興基本計画』及び上位計画である
『上尾市公共施設等総合管理計画』の考え方に則る
『上尾市学校施設更新計画』の策定に向けた基本方針
として位置付けます。 

 

 

 

上尾市学校施設更新計画基本方針（案） 概要版

【学校施設更新計画基本方針について】 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

【上尾市の学校規模】 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ 計画期間 

 「上尾市公共施設等総合管理計画」及び「上尾市個別施設管理基本計画」との整合を踏まえて、2055（令和 37）年
度を見据えたものとします。 

 教育制度改革や上位計画の見直し、市民ニーズの変化等、社会情勢を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとします。
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適正規模校 準適正規模校 大規模校 過大規模校

過小規模校
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小学校

中学校

（学級数）

学校規模の基準（小学校） 

過小規模校 1～5 学級 

小規模校 6～11 学級 

適正規模校 12～18 学級 

準適正規模校 19～24 学級 

大規模校 25～30 学級 

過大規模校 31 学級以上 

 

学校規模の基準（中学校） 

過小規模校 1～2 学級 

小規模校 3～8 学級 

準小規模校 9～11 学級 

適正規模校 12～18 学級 

準適正規模校 19～24 学級 

大規模校 25～30 学級 

過大規模校 31 学級以上 

 

【児童生徒数の推移・見込み】 

 
 

【学校施設の経年状況】 

 
 

 小学校児童数は 1970 年代までは増加傾向にありましたが、
1980（昭和 55）年をピークに減少に転じています。その後
2000（平成 12）年頃から緩やかに増加し、13,000 人台まで
回復しましたが、現在にかけて減少傾向にあります。また児童
数は今後も減少していく見込みです。 
 

 中学校生徒数は1986（昭和61）年以降減少に転じています。2006
（平成18）年頃から緩やかに増加しましたが、2014（平成26）
年から再び減少し、今後は横ばいで推移していく見込みです。 
 

 １校あたりの学級数は 2023（令和５）年にかけて減少し、小学
校１校あたり15 学級程度、中学校１校あたり14 学級程度にな
る見込みです。 

 小学校、中学校ともに 1970 年

代に学校施設の整備が集中して

います。 
 

 これらの建物は、築後40 年以上

が経過しており、老朽化が進ん

でいると考えられます。 

■ 中学校の学校規模 

 2018（平成30）年度における中学校の学校規模は、

小規模校が９％（１校）、準小規模校が27％（３校）、

適正規模校が 36％（4 校）、準適正規模校が 27％

（３校）となっています。 

 2023（令和５）年度における中学校の学校規模は、

小規模校が９％（１校）、準小規模校が27％（３校）、

適正規模校が45％（５校）、準適正規模校が18％（２

校）となる見込みです。 

■ 小学校の学校規模 

 2018（平成30）年度における小学校の学校規模は、

小規模校が23％（５校）、適正規模校が45％（10

校）、準適正規模校が23％（５校）、大規模校が９％

（２校）となっています。 

 2023（令和５）年度における小学校の学校規模は、

小規模校が23％（５校）、適正規模校が55％（12

校）、準適正規模校が18％（４校）、大規模校が５％

（１校）となる見込みです。 

≪参考≫ 上尾市の学校規模の基準 

＜学校施設の主な現状＞ 
 上尾市は、学校施設整備を小学校児童数のピークとな

る昭和 55 年の約 23,000 人、生徒数のピークとなる
昭和 61 年の約 11,000 人を受け入れ可能とするため、
進めてきました。しかし、現在の児童生徒数は、半数
程度となり、今後さらに減少する見込みです。 

 加えて、現在の校舎の約 70％が建築後 40 年以上を
経過し、今後更新を行う必要があるため、児童・生
徒数に合わせた環境整備が求められています。 

■ 対象施設 

 上尾市の保有する小学校（22 校）、中学校（11 校）を対象とします。 

＜学校施設に関する主な背景＞ 

 小中一貫教育やアクティブラーニング等の新たな学

校環境を必要とする取組みに対応する施設整備と、地

域活動に有効的な公共財産活用等も視野に入れた、学

校施設マネジメントを実現することが求められます。

 「上尾市学校施設更新計画」を令和２年度に策定す

ることを予定しています。 

■計画の目的 
 上尾市学校施設更新計画の策定に先立って、「持続可能な教育環境づくり」を主眼として、学校の適正規

模のあり方などのマネジメントの基本的な考え方や方向性を示すとともに、学校施設の環境整備、老朽
化対策、計画的な施設配置等の基本的な方針を定めることを目的として策定します。 

 
 

＜計画の位置づけ＞ 
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上尾市総合計画

上尾市教育振興基本計画
連携

上尾市個別施設管理基本計画   

上尾市学校施設更新計画

上尾市学校施設更新計画
基本方針

上尾市公共施設等総合管理計画   
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児童数、生徒数の推移（1972～2017）・見込み（2018～2022）

小学校１校あたりの学級数 中学校１校あたりの学級数 児童生徒数 小学校児童数 中学校生徒数

見込み
（学級）（人）
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子どもの放課後活動機能 

放課後児童クラブ用の整備 

校庭などの公園利用 

放課後こども教室利用 

生涯学習（公民館）機能 

教室利用 

高齢者利用を想定したユニバーサルデザインの採用

利用フロアへのバリアフリー化 

災害時避難（防災）機能 

避難利用を想定したバリアフリー化 

建物の倒壊、損傷防止対策 

災害時対応用備蓄倉庫の設置拡充 

スポーツ、健康活動機能 

体育館、校庭にトイレの整備 

体育館に更衣室、シャワールームの整備 

屋外健康器具の整備 

教室近くへ多目的トイレの設置 

主体的・対話的な深い学び 

（アクティブラーニング） 

（幅広い教育カリキュラムを可能

にする空間整備） 

グループワークや発表しやすい空間（現教室の 1.5 倍程度） 

＜ハード施策（施設整備）＞

動き回りやすい机、いす 

発表ツール（プロジェクター等）の整備 

教室空間に隣接する空間での児童生徒の居場所づくり 

学級や学年を超えた交流をできるラウンジ空間の整備 

情報検索コーナー 

インクルーシブ教育 

特別支援学級と通常学級が行き来しやすい動線計画 

個別指導対応の個室もしくはコーナーの整備（余裕教室の活用） 

国際理解、人権教育 国際理解、人権教育室の整備 

小中一貫教育 

共用しやすい特別教室の整備 

ランチルーム、多目的ホールなどの交流空間整備 

小中教員の職員室一体化もしくは情報交換のしやすい空間整備 

学年割を意識した校舎整備 

プールの共用、プール授業の民

間連携による泳力向上 

学校プールの利用見直しと民間施設利用 

近隣の学校とプールを共用 

寒冷及び熱中症対策 

省エネルギー対策 

高断熱仕様の窓、壁、屋根 

空調設備の設置（特別教室、体育館） 

利用する教材の変化 
教科書サイズの変更による机サイズの変更 

荷物量増加に伴うロッカー空間の再整備

インターネット、本などの情報活用 

（時代に即した教育機器整備） 

メディアセンター化 

ICT 機器の利用環境整備（電源、LAN） 

施
設
利
用
面
で
の
施
策 

多種多様な人の受け入れ 

（老若男女、障がいの有無、人種等） 

バリアフリー化（他整備時も実施）

ユニバーサルデザインの採用（他整備時も実施） 

理科備品、教育備品等の拡充 

教
育
環
境
面
で
の
施
策 

＜学校との複合化を検討する機能＞ ＜主な整備内容の目安＞

＜ソフト施策＞ 

【上尾市が目標とする教育環境】 

１．教育環境整備のコンセプト 

 新たな学校環境を必要とする取組に対応する施設整備と学校施設の老朽化状況を踏まえた学校施設の効率的・効果的
なマネジメントを目指して『持続可能な教育環境づくり』を上尾市の教育環境整備におけるコンセプトとします。 

 

 

 

 

 
 

２．これからの学校施設のあり方 

（１）適切な学校規模づくり 

①小・中学校における適正規模の検討 

【適正規模の基準（望ましい学校規模）】 ※学校教育法施行規則をもとに設定 

小学校：12 学級から 18 学級        中学校：12 学級から 18 学級 
 

【許容できる最低規模の基準（学校規模の下限値）】 

小学校：12 学級（児童数：246 人）    中学校：９学級（生徒数：246 人） 
※クラス替えが可能な学級数（各学年２学級）を確保     ※教員配置上で免許外教科担任を無くせる学級数（９学級）を確保
※１学年２学級とできる児童数（各学年41人）を確保     ※小学校２校分の卒業生を受け入れられる生徒数（各学年82人）を確保

 
≪基準を下回った際の対策≫ 

 学級数もしくは児童・生徒数が【許容できる最低規模の基準】を下回る予測がされる場合、学校単位で小規模学校

問題検討会等の設置を検討し、対応するべき課題について整理するとともに、学校施設の再編や市域を越えた通学

についても視野に入れた対策に取り組みます。 

 最低規模の基準を下回り、学校施設の再編を実施する場合は、下記を目安の規模として検討を行います。 

【最低規模の基準を下回り、再編する際に目指す規模の目安】 

小学校：18 学級程度（児童数：540 人以上）    中学校：15 学級程度（生徒数：525 人以上） 
※１学年３学級（クラス人数：25～35人）を確保        ※１学年５学級（クラス人数：31～35人）を確保 

②小・中学校における適正配置の検討 

【通学距離の基準】 ※義務教育諸学校の施設費の国庫負担等に関する施行令をもとに設定 

小学校の通学距離：4.0ｋｍ以内   中学校の通学距離：6.0ｋｍ以内 

 小学校・中学校ともに『1.5km から 2.0km 以内』を上尾市における「徒歩通学の目安」とします。 
 再編を機に徒歩通学の距離が、上記の「徒歩通学の目安」よりも長くなる場合は、他の通学方法についても、協議

を行います。 
 

（２）利用しやすい教育環境整備の推進 

 大規模改修、改築、再編等を実施する際は、学校施設としての必要機能の確保を行うとともに、利用しやすい教育
環境整備の実現に向けて、「教育環境面でのソフト施策」と「施設利用面でのソフト施策」を掲げ、それらに関わる
ハード施策（施設整備）の推進を図ります。（※図１参照） 

 

（３）施設の健全化と複合化 

①学校施設の維持保全 

 上尾市個別施設管理基本計画の維持保全の考え方に基づき、原則として安心・安全の確保や劣化の回復など機能
不全の回避を最優先とし、日常点検や法定点検、建物調査、運営データの分析などにより建物の状態監視を徹底
し、供用に必要な部位や設備を絞り込んで最適な保全措置を講じていきます。 

②学校施設の複合化 

 学校施設としての教育環境の確保を基本として、大規模改修や改築、再編等を実施する際は、「学校との複合化を検
討する機能」を中心に、学校教育との相乗効果を見込める機能や学校施設と共有しやすい機能との複合化を図るこ
とを基本とします。（※図２参照） 

【学校の複合化にあたっての基本的な方向性】 
・学校教育との相乗効果や教育上の効果が見込める機能を複合化 ・余裕教室（空きスペース）の有効活用 
・近隣学校との連携及び複合化した学校施設の共有・相互利用 ・防災機能（災害避難所等）の確保 

・地域連携の拠点づくり ・防犯機能（セキュリティ）の確保 

・子育て支援機能、高齢者福祉機能との連携（多世代交流）  

【図１ 利用しやすい教育環境整備の推進】 

【図２ 学校施設との複合化を検討する機能】 

公園利用 

『『持持続続可可能能なな教教育育環環境境づづくくりり』』  

１）児童・生徒の学びとともに社会性も身に着けられる学校規模の維持 

３）学校施設の老朽化対策、計画的な施設配置 

２）時代に合わせた施設整備 


